
（様式２）
高知市管理債権の回収業務委託に関する
サウンディング型市場調査　提案書

令和８年　月　日
１　弁護士名（連合体名）又は弁護士法人名
	



２　サウンディングでの対話内容
(1) 委託費について
本市が委託を検討している業務内容を実施する場合に必要となる委託費については、以下の費用形態で検討しておりますが、どのような費用形態が適当であるかご提案ください。また、成功報酬率、回収不能債権報告書作成費や法的措置ごとの着手金、実費等の目安について、可能な範囲でご示唆ください。
※回収不能報告書は本市債権管理条例に規定する債権放棄事由に該当する場合に作成するもの
委託費 ＝ 回収額に成功報酬率を乗じた金額 ＋ 回収不能債権報告書作成費 
＋（法的措置ごとの着手金・実費）
　
	





　(2)委託債権の回収率について
本市が提示する条件を前提として想定される債権の種別や性質ごとの回収率の目安や傾向についてご提案ください。

	



 (3)法的措置について
支払督促や訴訟、強制執行等の法的措置を委託するか、若しくは委託に含めず本市職員が実施するかについて検討しております。法的措置を委託した場合の費用対効果や法的措置に至る割合、対象債権額等についてご提案ください。また、法的措置を実施する場合に、市側で必要となる業務や検討事項等についてもご提案ください。
　
	




　(4)企画提案にあたり必要な情報について
プロポーザル方式により受託者を選定するにあたり、提案書作成に必要となる各債権の情報について、「別添３ 債権一覧」に記載の項目以外に追加希望する情報があればご提案ください。

	



　(5)委託債権について
　　「別添３ 債権一覧」に記載の債権について委託を検討しておりますが、受託可能な債権数や規模についてご提案ください。また、同一覧には、相続人未調査の債権、債務者の生年月日が不明な債権、既に消滅時効が到来している私債権等が含まれますが、このような債権の委託についてご意見ください。

	



　(6)契約後の作業等について
契約締結日から債権回収業務開始まで、概ね２か月の準備期間を想定しております。準備期間中に各債権所管課が受託者へ提供する情報や資料の準備を行う予定ですが、他に市側で必要となる作業等がありましたらご提案ください。

	



　(7) その他自由なご意見・ご提案等

	






※受付期間は「令和８年１月26日から令和８年２月10日 17時まで」です。
[bookmark: _GoBack]※実施要領「４(8)連絡先（窓口）」に記載のメールアドレス宛てに送付してください。
※件名は【債権回収業務委託提案書】としてください。
※電子メール送信後に到着の確認を電話にて行ってください。
※必要に応じて補足資料を添付してください。
※枠は必要に応じて拡張してください。また、枚数制限等はありません。
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